
議案第３号 

 

   木津川市森林整備等基金条例の制定について 

 

 木津川市森林整備等基金条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成３１年２月２１日提出 

 

木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 

 

   提案理由 

平成３１年度に創設される森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）に合

わせて、森林整備等の事業を効率的に行うため基金を新設するものです。また、京都

府が平成２８年度から導入している「豊かな森を育てる府民税」についても、この基

金で対応するものです。 



木津川市条例第  号 

 

木津川市森林整備等基金条例（案） 

 

（設置） 

第１条 森林整備、森林を守り育てる意識の醸成その他の森林環境の保全に資する事

業に要する経費の財源に充てるため、木津川市森林整備等基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることが

できる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰

り入れるものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に

充てる場合に限り、これを処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 



附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 議案第３号 木津川市森林整備等基金条例の制定について 

担 当 課 農政課 農業振興係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

 「森林環境譲与税（仮称）」や「豊かな森を育てる府民税」を

活用した、森林整備等の事業を円滑に効率的に行うために必要で

す。 

提案に至るまでの経緯 

・平成３１年１月 ９日 調整会議 
・平成３１年１月１６日 政策会議 

市 民 参 加 の 状 況 

□有  ■無 

 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 ６ 環境と調和した持続可能なまちの創造 

施 策 目 標 （１）地球環境と身近な自然の保全と継承 

施 策 ３１ 身近な自然の保全と活用 

施策の実現に向

けた主な取組み 
①木津川や山々の緑の保全と育成 

主な事業等 里地里山保全対策の検討 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 
□複数年度（  年度） 

基金の設置自体に経費を要しない 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

 「森林環境譲与税（仮称）」と「豊かな森を育てる府民税」に
よる収入を特定財源として年度繰越を行うことが可能となり、森
林整備等の事業を円滑に効率的に行うことができる。 
 なお、基金の設置自体には、将来にわたって経費を要しません。 
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